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誰でも相談できます相談情報

就業相談 ＊要事前予約
　就職に関する相談や助言を受け付けます。職
業あっせんはしていません

毎月
第３水曜日 10：00〜12：00

法律相談 ＊要事前予約
　女性の弁護士が、離婚など女性を取り巻く問
題の相談を受けます

毎月
第３火曜日 13：00〜16：00

こころと生き方相談 ＊要事前予約
　家庭や夫婦間での心配事相談などを受けます

第１〜第４
木曜日 13：00〜17：00

むなかたホットライン（電話相談）
　専門カウンセラーが、心配事相談などを受け
ます

毎週水曜日 10：00〜17：00

＊予約は男女共同参画推進センター　☎（36）０２５０まで

問い合わせ先
男女共同参画推進課

男女共同参画推進センター
「ゆい」

TEL（36）0048
FAX（36）0270

TEL（36）0250
FAX（36）0269

意
見
①

プ
ラ
ン
の
進
行
管
理
と
評
価

　
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
の

事
業
を
適
切
に
進
行
管
理
し

推
進
す
る
こ
と
と
、
関
係
各

課
で
男
女
共
同
参
画
の
視
点

を
明
確
に
し
た
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
明
確
な
評
価
方
法

の
確
立
に
向
け
、
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

意
見
②

女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶

　
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー
で
の
相
談
事
業
、
保
健

意
見
③

安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

　
災
害
時
に
ど
の
よ
う
に
市

民
を
守
る
か
は
市
の
責
務
で

す
。
男
女
の
ニ
ー
ズ
や
生
活

習
慣
の
違
い
を
踏
ま
え
て
、

防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
工
夫
し

て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　
市
の
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
作
成
や
見
直
し
を
す
る

際
は
、
女
性
の
立
場
や
視
点

な
ど
、
女
性
の
意
見
が
反
映

さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

意
見
④

第
１
次
産
業
分
野
で
の

�

女
性
の
地
位
向
上

　
同
プ
ラ
ン
で
は
、
漁
業
分

野
で
の
男
女
共
同
参
画
の
推

進
が
重
要
な
課
題
の
一
つ
と

し
て
位
置
づ
け
、
女
性
グ

ル
ー
プ
が
海
産
物
を
生
か
し

た
新
し
い
商
品
開
発
に
取
り

組
む
施
策
な
ど
は
評
価
で
き

ま
す
。

　
し
か
し
、
依
然
と
し
て
第

１
次
産
業
分
野
で
の
女
性
の

決
定
過
程
へ
の
参
画
や
、
家

族
経
営
内
で
の
地
位
は
厳
し

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
今
後

も
、
女
性
に
対
す
る
支
援
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
起
業

や
就
業
し
や
す
く
な
る
よ
う

積
極
的
に
施
策
を
推
進
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

参
画
が
難
し
い

第
１
次
産
業

若
い
世
代
か
ら
の

教
育
や
啓
発
を

喜
多
会
長
と
谷
井
市

長
の
主
な
懇
談
内
容

世界を感じよう
日本、韓国、シンガポールの仕事と家庭の両立（2009年内閣府調査から）

　この３カ国は、アジア諸国の中で共通して「少子化」という問題を抱えて
います。各国の両立支援策や人々の意識を比べてみます。

★夫の育児参加率が高いシンガポール
　３カ国の育児での夫妻の役割は、日本では「主に妻がする」が63.8％と高く、「妻
も夫も同じようにする（35.4％）」を大きく上回っています。
　韓国でも日本同様に、「主に妻がする」が70.1％と高く、特に「もっぱら妻がする」
が9.7％と３カ国中で最も高くなっています。
　これに対しシンガポールでは「妻も夫も同じようにする」が77.9％と最も高く、
「主に妻がする」が20.6％と３カ国で一番低くなっています。
　このように３カ国では、子育てに参加する意識について大きな違いがあります。

★出産後の妻の働き方
　調査の結果、
日本と韓国では
「出産するが、子
どもの成長に応
じて働き方を変
えていく」が最
も高く、「出産を
機にいったん退
職するが、子どもから手が離れたら働く」と続きます。
　しかし、シンガポールでは「出産するが、子どもの成長に関係なく働き続ける」
が最も高く、継続就業の意識が高い結果となりました。シンガポールの特徴は極
端に育児休業の期間が短いこと、そして出産退職する女性が少ないことです（表
１）。継続就業が可能な要因としてシンガポールでは夫や家政婦、祖父母らのサポー
トがあり、妻だけに家庭責任の負担がかからないことが挙げられます。

★両立支援の目的は？
　少子化解決のために出生率を上げるのではなく、子育てをしながらでも働きや
すい環境をつくることが大切です。それがより良い家庭生活につながるのではな
いでしょうか。

　このコーナーでは、いろいろな
角度から「男女共同参画」に関する
さまざまな情報を伝えていきます。

日本 韓国 シンガポール

産前産後
休業

14週（98日） 90日 16週（112日）

健康保険から出産手
当金の支給 有給 有給

育児休業 子どもが１歳になる
までの期間（＊）

子どもが３歳未満
までに最大１年間

年間６日間
（対象期間７年）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの育児における夫・妻の役割について

日本

韓国

シンガポール

もっぱら妻がする

主に妻がするが、
夫も手伝う

妻も夫も同じよう
にする

そのほか

4.6 59.2 35.4

9.7

1.2

60.4

20.4 77.9

29.1

福
祉
環
境
事
務
所
や
警
察
署

な
ど
の
関
係
機
関
と
の
連
携

に
よ
る
被
害
女
性
へ
の
支

援
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
の
啓
発
活
動
は
評
価
で

き
ま
す
。

　
し
か
し
、
暴
力
は
誰
に
で

も
起
こ
り
う
る
身
近
な
問
題

で
、
最
近
は
若
い
男
女
間
の

暴
力
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
の
問

題
も
起
き
て
い
ま
す
。
教
育

分
野
な
ど
の
機
関
と
も
連
携

し
、
子
ど
も
た
ち
の
発
達
段

階
に
応
じ
た
啓
発
や
若
年
層

に
対
す
る
予
防
啓
発
を
実
施

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

▽
喜
多
会
長
／
若
い
世
代
か

ら
の
教
育
や
啓
発
が
必
要

で
す
が
、
学
校
教
育
の
中

で
取
り
組
む
の
は
難
し
い

と
聞
い
て
い
ま
す
。「
お

互
い
を
尊
重
し
合
う
教

育
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
を
養
う
」
な
ど
を

切
り
口
に
、
子
ど
も
た
ち

の
発
達
段
階
に
応
じ
た
教

育
が
必
要
で
す
。

▽
谷
井
市
長
／
教
育
委
員
会

と
の
連
携
が
必
要
で
す
。

ど
の
段
階
で
暴
力
の
問
題

に
つ
い
て
教
育
を
す
る
べ

き
か
確
立
さ
れ
て
い
な
い

の
で
難
し
い
で
す
ね
。
学

校
教
育
で
は
学
力
向
上
も

大
切
で
す
が
、
社
会
教
育

も
重
要
で
す
。

▽
喜
多
会
長
／
女
性
グ
ル
ー

プ
が
海
産
物
で
商
品
開
発

に
取
り
組
む
こ
と
は
、
自

分
の
収
入
に
も
つ
な
が

▽
谷
井
市
長
／
市
の
13
地
区

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協

議
会
で
は
、
女
性
の
会
長

や
副
会
長
も
誕
生
し
て
い

ま
す
。
女
性
が
社
会
参
画

す
る
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
狙
い
の
一
つ
で
も

あ
り
ま
す
。

▽
喜
多
会
長
／
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

は
男
性
が
多
く
、
審
議

会
委
員
も
女
性

委
員
の
数
が
伸

び
悩
ん
で
い
ま

す
。
地
域
や
各

審
議
会
で
工
夫

し
て
、
女
性
の

登
用
を
進
め
る

必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
平
成
20
年
度
に

実
施
し
た
意
識
調

査
で
は
、
女
性
の

グラフ１　女性が役職に就くことについて

全体

女性

男性

女性／引き受ける（男性／引き受けることを勧める）

女性／断る（男性／断ることを勧める）

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32.3

17.5 73.6 9.0

54.7 37.7 7.6

59.3 8.4

（＊）６月30日の法改正で、両親ともに育児休業を取得する場合は、子
どもが１歳２カ月に達する期間までに延長されました

表１

市 の取り組みを 審議 して提言市 の取り組みを 審議 して提言

　男女共同参画推進懇話会（喜多加実代会長）が、男女共同参画プ
ランに掲げられた事業を市がどのように取り組んだかを審議してま
とめた意見書を10月25日、谷井博美市長へ提出しました。
　同懇話会は、「①プランの進行管理と評価」「②女性に対する暴力
の根絶」「③安全・安心のまちづくり」「④第１次産業分野での女性の
地位向上」について市へ提言。市では、同懇話会の意見を尊重し、男
女共同参画社会の実現に向け、啓発活動を実施していきます。

男女共同参画推進懇話会が
意 見 書 を 提 出

谷井市長へ意見書を手渡す
喜多会長（右）

☎093（561）5737

り
、
と
て
も
良
い
点
だ
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
第

１
次
産
業
分
野
で
は
、
女

性
が
意
思
決
定
や
家
族
経

営
に
参
画
す
る
の
は
ま
だ

困
難
な
状
況
で
す
。

▽
谷
井
市
長
／
大
島
で
は
結

婚
し
て
島
外
か
ら
若
い
女

性
が
転
入
し
て
い
ま
す
。

農
業
や
漁
業
で
は
女
性
の

力
が
不
可
欠
と
思
い
ま
す

が
、
現
状
で
は
各
組
合
の

幹
部
は
男
性
が
多
数
を
占

め
て
い
る
状
況
で
す
。

73
・
６
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
女

性
が
役
職
に
就
く
こ
と
に
つ

い
て
「
断
る
」
と
回
答
し
て

い
ま
す
（
グ
ラ
フ
１
）。
女

性
の
社
会
参
画
を
進
め
る
た

め
に
は
、
意
識
改
革
も
必
要

で
す
。

工
夫
し
て

女
性
委
員
の
登
用
を


